
＜外形的状況や性能状況＞

＜周辺環境への影響＞

特定既存単独処理浄化槽（除却の措置）の判定フロー

【指定検査機関の対応】

　　除却の措置が必要と認められる場合は、鹿児島県浄化槽指導監督要領の第４条第３項に規定する

「改善を要する浄化槽に関する報告」（様式第１１号）に「特定既存単独処理浄化槽に該当」と付記する。
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１つでも該当

①重要項目Ⅰ

（イ）本体の著しい漏水

1.漏水

②重要項目Ⅱ

（イ）本体の著しい破損

1.本体の破損劣化

2.隔壁等内部設備の変形

3.躯体部の腐食劣化（現場打ち）

（ロ）著しい水平狂い・浮上・沈下

1.水平狂い（不均等な撹拌短絡）

2.水平狂い（堆積汚泥の偏り）

3.水平狂い（管渠・配管・内部設備破損）

１つでも該当

③その他の設備

（イ）内部破損

1.隔壁や仕切板の破損、変形、欠落

2.ろ材の充填無し（破損・浮上・脱落）

（ロ）平面酸化、散水ろ床、全ばっ気

1.著しい破損

2.短絡流や不適正な水流

3.生物膜の著しい堆積

4.活性汚泥の著しい増加

（ハ）ばっ気装置

1.不均等な撹拌水流

（二）消毒装置

1.装置の破損、欠落

2.薬筒の未固定

（ホ）流入管渠、放流管渠

1.勾配不良による滞留・逆流

2.流入升の逆流・溢流

3.放流先からの逆流

4.著しい破損・漏水

④周辺環境への影響

1.著しい悪臭、害虫、騒音

4.条例による単独浄化槽の規制、 2.放流水のBODが120㎎/ℓ超

3.著しい汚泥、スカムの流出

4.条例による単独浄化槽の規制、

　生活排水排出の規制

5.周辺に飲用井戸あり

6.処理水が未消毒のまま定常的に放流

（別紙）


